
一般社団法人社会情報学会会費規則 

2012年 3月 4日 

制定 

 

（目的） 

第１条 この規則は、一般社団法人社会情報学会定款第８条および一般社団法人社会情報学

会の会費等の金額に関する規程に基づいて、一般社団法人社会情報学会（以下「本学会」と

いう。）の会費に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（会費） 

第２条 会員（名誉会員を除く。以下同じ。）は、会員の種別に応じ、一般社団法人社会情報

学会の会費等の金額に関する規程に定める会費を納入しなければならない。 

２ 団体会員および賛助会員は、入会時に申込口数を申し出るものとする。 

 

（賦課期日） 

第３条 会費の賦課期日は、本学会の事業年度開始の日とする。ただし、事業年度の中途で

入会した会員にかかる会費の賦課期日は、理事会において当該入会の承認をした日とする。 

 

（会費の納入期日および納入方法） 

第４条 会員は、本学会からの請求にもとづき、本学会が指定する期日までに、本学会が指

定する方法により会費を納入しなければならない。 

 

（会費の減額） 

第５条 会長は、正会員のうち次の各号の一に該当する者が、会費の減額を申請した場合、

理事会の議を経て、会費を減額することができる。 

一 60 歳以上で正規雇用の職にない者 

二 正規雇用中であるが、出産・育児や介護等を理由として一時的に休職している者 

三 大学院修士課程（大学院修士課程に相当する課程を含む。）を修了し、または大学院博士

後期課程（大学院博士後期課程に相当する課程を含む。以下同じ。）に在籍したことがあり、

かつ、正規雇用の職にない者 

四 大学院博士後期課程に在籍している者 

 

(規則の改廃) 

第６条 この規則の改廃は、理事会の決議により行う。 

 

附則 



１． この規則は、2012 年 4 月１日から施行する。 

２． 2012 年 2 月 28 日から 2012 年 3 月 31 日までの事業年度については、会費を徴

収しない。 

 

附則 

１． この規則は、2020 年 5月 9 日から施行する。 

２． この規則(改定)は、2020年 9月 16日から施行する。 

 

 

 

一般社団法人社会情報学会会費規則の解説 

第２条は、会員の会費の金額に関する規定です。会員の会費の金額は、定款第６条の本学会

の会員種別（正会員、学生会員、団体会員、賛助会員の４種類）ごとに決めています。名誉

会員は、定款第８条第２項で会費はいりません。会費の金額は、一般社団法人社会情報学会

の会費等の金額に関する規程で決められています。正会員は年額１万円、学生会員は年額５

千円、団体会員は年額５万円×申込口数、賛助会員は年額３万円×申込口数です。団体会員

と賛助会員は、会費の決定のためには申込口数が重要ですので、入会時に申し出てもらうこ

とになります。 

 


